
　

：令和３年４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　２－２　地域密着型通所介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
（1日につき）

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

緊急時訪問
看護加算

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ 5,697 単位） －６２単位

要介護２ （ 10,168 単位） －１１１単位

要介護３ （ 16,883 単位） －１８４単位

要介護４ （ 21,357 単位） －２３３単位

要介護５ （ 25,829 単位） －２８１単位

要介護１ （ 8,312 単位） －９１単位

要介護２ （ 12,985 単位） －１４１単位

要介護３ （ 19,821 単位） －２１６単位

要介護４ （ 24,434 単位） －２６６単位

要介護５ （ 29,601 単位） －３２２単位

要介護１ （ 5,697 単位） －６２単位

要介護２ （ 10,168 単位） －１１１単位

要介護３ （ 16,883 単位） －１８４単位

要介護４ （ 21,357 単位） －２３３単位

要介護５ （ 25,829 単位） －２８１単位

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

　　※　令和３年９月３０日までの間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

　　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

基本部分

イ　定期巡回・随時
　　対応型訪問
　　介護看護費
　　（Ⅰ）
　　(1月につき）

（１）　訪問看護サービスを行わない場合

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを

行う場合
１月につき

－６００単位

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行

う場合
１月につき

－９００単位

＋１５／１００ ＋１０／１００

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ

た場合
＋２，０００

単位

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

１月につき
＋３１５単位

ハ　初期加算 （１日につき　　＋３０単位）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋２００単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
    算定可能

（１回につき　＋６００単位）

＋５／１００（２）　訪問看護サービスを行う場合 ×９８／１００

チ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１月につき　＋３５０単位）

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋５００単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋２５０単位

ホ　総合マネジメント体制強化加算 （１月につき　１，０００単位を加算）

へ　生活機能向上連携加算

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋１００単位）

（１月につき　＋７５０単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　＋６４０単位）

（1月につき　＋所定単位×４２／１０００

ト　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１月につき　＋９０単位）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１月につき　＋１２０単位）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１３７／１０００

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１００／１０００

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

　：　「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、
　　　「ターミナルケア加算」、     「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ヌ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

リ　介護職員処遇改善加算

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
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２　夜間対応型訪問介護費

注 注 注 注 注
24時間通報
対応加算

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合

特別地域夜間
対応型訪問介
護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　＋３単位）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　＋４単位）

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1月につき　＋９０単位）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1月につき　＋１２０単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1回につき　＋２２単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1回につき　＋１８単位）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1回につき　＋６単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1月につき　＋１５４単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1月につき　＋１２６単位）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋４２単位）

　　※　令和３年９月３０日までの間は、夜間対応型訪問介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

基本夜間対応型訪問介護費

１月につき
６１０単位

（１月につき　１，０２５単位）

定期巡回サービス費 事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×９０／１００

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に

サービスを行う
場合

×８５／１００

＋１５/１００ ＋１０/１００ ＋５/１００

（１回につき　３８６単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)

（１回につき　５８８単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)

（１回につき　７９２単位）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ） （１月につき　２，８００単位）

ハ　認知症専門ケア加算

（１）イを算定する
　　 場合（基本夜
     間対応型訪問
     介護費を除く）

（２）ロを算定する
    場合

（１）イを算定する
　　 場合（基本夜
     間対応型訪問
     介護費を除く）

ニ　サービス提供体制強化加算

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（２）ロを算定する
    場合

ホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計

（1月につき　＋所定単位×１３７／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１００／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

　　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

　：　「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
     「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
     「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ヘ　介護職員等特定処遇改善
　　加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

入浴介助を
行わない場
合

過少サービス
に対する減算

２時間以上３
時間未満の
通所介護を
行う場合

感染症又は
災害の発生
を理由とする
利用者数の
減少が一定
以上生じてい
る場合

８時間以上９時
間未満の通所
介護の前後に
日常生活上の
世話を行う場合

共生型地域
密着型通所
介護を行う場
合

生活相談員
配置等加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

中重度者ケア
体制加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）イ

個別機能訓
練加算（Ⅰ）ロ

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅰ）

ADL維持等
加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅲ）

認知症加算 若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセスメ
ント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅰ）

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に地域
密着型通所介
護を行う場合

事業所が送
迎を行わない
場合

要介護１ （ 415 単位）

要介護２ （ 476 単位）

要介護３ （ 538 単位）

要介護４ （ 598 単位）

要介護５ （ 661 単位）

要介護１ （ 435 単位）

要介護２ （ 499 単位）

要介護３ （ 564 単位）

要介護４ （ 627 単位）

要介護５ （ 693 単位）

要介護１ （ 655 単位）

要介護２ （ 773 単位）

要介護３ （ 893 単位）

要介護４ （ 1,010 単位）

要介護５ （ 1,130 単位）

要介護１ （ 676 単位）

要介護２ （ 798 単位）

要介護３ （ 922 単位）

要介護４ （ 1,045 単位）

要介護５ （ 1,168 単位）

要介護１ （ 750 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 1,028 単位）

要介護４ （ 1,168 単位）

要介護５ （ 1,308 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 922 単位）

要介護３ （ 1,068 単位）

要介護４ （ 1,216 単位）

要介護５ （ 1,360 単位）

ロ　療養通所介護費（１月につき） （ 12,691 単位）

（１回につき　２２単位を加算）

（１回につき　１８単位を加算）

（１回につき　６単位を加算）

（１月につき　４８単位を加算）

（１月につき　２４単位を加算）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に地域密着型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　令和３年９月３０日までの間は、地域密着型通所介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

１日につき
－９４単位

片道につき
－４７単位

（１）イを算定してい
る場合

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

指定生活介護事
業所が行う場合

×９３/１００

指定自立訓練事
業所が行う場合

×９５/１００

指定児童発達支
援事業所が行う場

合
×９０/１００

指定放課後等デ
イサービス事業所

が行う場合
×９０/１００

×７０/１００

１日につき
＋１３単位

２－２　地域密着型通所介護費

基本部分

注 注

１回につき
＋５単位

（６月に１回を
限度）

注

イ
　
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費

（１）　３時間以上４時間未満

×７０/１００

＋３／１００

（３）　５時間以上６時間未満

１月につき
＋２０単位

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ

注注

＋５／１００

１日につき
＋５５単位

注 注

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

１日につき
＋４０単位

１回につき
＋１６０単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋３単位

１日につき
＋６０単位

１日につき
＋６０単位

１月につき
＋５０単位

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋２００単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき
＋１００単位

１日につき
＋５６単位

×７０/１００

１月につき
＋１００単位

（３月に１回を限
度）

１日につき
＋４５単位

１回につき
＋２００単位

（月２回を限度）

１回につき
＋２０単位

（６月に１回を
限度）

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

１日につき
＋８５単位

９時間以上10時間未満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未満の場合

＋250単位

×９５／１００ ×７０／１００

ハ　サービス提供体制
　　強化加算

（２）ロを算定してい
る場合

（２）　４時間以上５時間未満

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）については、令和５年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ホ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

ニ　介護職員処遇
　　改善加算

（1月につき　＋所定単位×１２／１０００）

１月につき
＋４０単位

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×５９／１０００）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×４３／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
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３　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

２時間以上３
時間未満の認
知症対応型通
所介護を行う
場合

感染症又は災
害の発生を理
由とする利用
者数の減少が
一定以上生じ
ている場合

８時間以上９時間
未満の認知症対
応型通所介護の
前後に日常生活
上の世話を行う場
合

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

入浴介助加算
（Ⅰ）

入浴介助加算
（Ⅱ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等加
算（Ⅰ）

ADL維持等加
算（Ⅱ）

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加算 口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅰ）

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

科学的介護推
進体制加算

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に認知
症対応型通所
介護を行う場
合

事業所が送迎
を行わない場
合

要介護１ （ 542 単位）

要介護２ （ 596 単位）

要介護３ （ 652 単位）

要介護４ （ 707 単位）

要介護５ （ 761 単位）

要介護１ （ 568 単位）

要介護２ （ 625 単位）

要介護３ （ 683 単位）

要介護４ （ 740 単位）

要介護５ （ 797 単位）

要介護１ （ 856 単位）

要介護２ （ 948 単位）

要介護３ （ 1,038 単位）

要介護４ （ 1,130 単位）

要介護５ （ 1,223 単位）

要介護１ （ 878 単位）

要介護２ （ 972 単位）

要介護３ （ 1,064 単位）

要介護４ （ 1,159 単位）

要介護５ （ 1,254 単位）

要介護１ （ 992 単位）

要介護２ （ 1,100 単位）

要介護３ （ 1,208 単位）

要介護４ （ 1,316 単位）

要介護５ （ 1,424 単位）

要介護１ （ 1,024 単位）

要介護２ （ 1,135 単位）

要介護３ （ 1,246 単位）

要介護４ （ 1,359 単位）

要介護５ （ 1,469 単位）

要介護１ （ 490 単位）

要介護２ （ 540 単位）

要介護３ （ 588 単位）

要介護４ （ 638 単位）

要介護５ （ 687 単位）

要介護１ （ 514 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 617 単位）

要介護４ （ 668 単位）

要介護５ （ 719 単位）

要介護１ （ 769 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 934 単位）

要介護４ （ 1,014 単位）

要介護５ （ 1,097 単位）

要介護１ （ 788 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 958 単位）

要介護４ （ 1,040 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 892 単位）

要介護２ （ 987 単位）

要介護３ （ 1,084 単位）

要介護４ （ 1,181 単位）

要介護５ （ 1,276 単位）

要介護１ （ 920 単位）

要介護２ （ 1,018 単位）

要介護３ （ 1,118 単位）

要介護４ （ 1,219 単位）

要介護５ （ 1,318 単位）

要介護１ （ 266 単位）

要介護２ （ 276 単位）

要介護３ （ 285 単位）

要介護４ （ 294 単位）

要介護５ （ 304 単位）

要介護１ （ 278 単位）

要介護２ （ 289 単位）

要介護３ （ 298 単位）

要介護４ （ 308 単位）

要介護５ （ 318 単位）

要介護１ （ 444 単位）

要介護２ （ 459 単位）

要介護３ （ 476 単位）

要介護４ （ 492 単位）

要介護５ （ 509 単位）

要介護１ （ 456 単位）

要介護２ （ 471 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 505 単位）

要介護５ （ 521 単位）

要介護１ （ 522 単位）

要介護２ （ 541 単位）

要介護３ （ 559 単位）

要介護４ （ 577 単位）

要介護５ （ 597 単位）

要介護１ （ 539 単位）

要介護２ （ 558 単位）

要介護３ （ 577 単位）

要介護４ （ 596 単位）

要介護５ （ 617 単位）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　令和３年９月３０日までの間は、認知症対応型通所介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

注

＋３／１００

基本部分

注 注 注

９時間以上10時間未

満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

＋５／１００
１日につき
＋４０単位

注 注

イ　認知症
　　対応型
　　通所
　　介護費
　　（Ⅰ）

（１）　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅰ）

（一）　３時間以上４時間未満

×７０/１００ ×７０/１００

１回につき
＋２００単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋５５単位

１月につき
＋１００単位
（３月に１回

を限度）

１月につき
＋２００単位
※ただし、

個別機能訓
練加算を算
定している
場合は、１
月につき＋
１００単位

１回につき
＋５単位

（６月に１回
を限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１６０単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋４０単位

１日につき
－９４単位

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

１日につき
＋６０単位

１月につき
＋５０単位

片道につき
－４７単位

（二）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（三）　５時間以上６時間未満

（四）　６時間以上７時間未満

（五）　７時間以上８時間未満

（六）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未

満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

９時間以上10時間未

満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

１回につき
＋２０単位
（６月に１回

を限度）

（２）　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅱ）

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（三）　５時間以上６時間未満

（四）　６時間以上７時間未満

（五）　７時間以上８時間未満

（六）　８時間以上９時間未満

ロ　認知症
　　対応型
　　通所
　　介護費
　　（Ⅱ）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

ハ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　１８単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１回につき　６単位を加算）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２４／１０００）

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１０４／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×７６／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

注

１日につき
＋２７単位

１月につき
＋２０単位

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ホ　介護職員等特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）
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４　小規模多機能型居宅介護費

注 注 注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

過少サービス
に対する減算

特別地域小規
模多機能型居
宅介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

要介護１ （ 10,423 単位）

要介護２ （ 15,318 単位）

要介護３ （ 22,283 単位）

要介護４ （ 24,593 単位）

要介護５ （ 27,117 単位）

要介護１ （ 9,391 単位）

要介護２ （ 13,802 単位）

要介護３ （ 20,076 単位）

要介護４ （ 22,158 単位）

要介護５ （ 24,433 単位）

要介護１ （ 570 単位）

要介護２ （ 638 単位）

要介護３ （ 707 単位）

要介護４ （ 774 単位）

要介護５ （ 840 単位）

ホ　認知症行動・心理症状緊急対応加算（ロを算定する場合のみ算定） 

ヲ　口腔・栄養スクリーニング加算（イを算定する場合のみ算定）

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１月につき　７５０単位を加算）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　６４０単位を加算）

　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１月につき　３５０単位を加算）

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２５単位を加算）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　２１単位を加算）

　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　１２単位を加算）

　：　「特別地域小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、

      「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　イ（２）を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ（１）の単位数を算入

※　令和３年９月３０日までの間は、小規模多機能型居宅介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

カ　サービス提供体制強化加算

基本部分

注

又
は

イ　小規模多機能型居宅
　　介護費
　　(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者以外の者に
　　　　対して行う場合

×７０／１００ ×７０／１００

×７０／１００

＋１０／１００

＋５／１００

（２）　同一建物に居住する者に対して
　　　　行う場合

ロ　短期利用居宅介護費(1日につき）

＋１５／１００

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1日につき　３０単位を加算）

二　認知症加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症加算（Ⅰ）

（１月につき　８００単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）

（１月につき　５００単位を加算）

（１日につき　２００単位を加算（７日間を限度））

ヘ　若年性認知症利用者受入加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　８００単位を加算）

ト　看護職員配置加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）

（1月につき　９００単位を加算）

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）

（1月につき　７００単位を加算）

（３）　看護職員配置加算（Ⅲ）

（1月につき　４８０単位を加算）

チ　看取り連携体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１日につき　６４単位を加算）

リ　訪問体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１月につき　１，０００単位を加算）

ヌ　総合マネジメント体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１月につき　１，０００単位を加算）

ル　生活機能向上連携加算

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋１００単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋２００単位）

ワ　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　４０単位を加算）

（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（１）　イを算定している場合

（２）　ロを算定している場合

ヨ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１０２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×４１／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

タ　介護職員等特定処遇改善
     加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１２／１０００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。
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５　認知症対応型共同生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

身体拘束廃止
未実施減算

３ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を２人
以上とする場
合

夜間支援体
制加算(Ⅰ)

夜間支援体
制加算(Ⅱ)

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

要介護１ （ 764 単位） －７６単位

要介護２ （ 800 単位） －８０単位

要介護３ （ 823 単位） －８２単位

要介護４ （ 840 単位） －８４単位

要介護５ （ 858 単位） －８６単位

要介護１ （ 752 単位） －７５単位

要介護２ （ 787 単位） －７９単位

要介護３ （ 811 単位） －８１単位

要介護４ （ 827 単位） －８３単位

要介護５ （ 844 単位） －８４単位

要介護１ （ 792 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 853 単位）

要介護４ （ 869 単位）

要介護５ （ 886 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 816 単位）

要介護３ （ 840 単位）

要介護４ （ 857 単位）

要介護５ （ 873 単位）

ホ　退居時相談援助加算

チ　栄養管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１月につき　３０単位を加算）

ヌ　口腔・栄養スクリーニング加算（イを算定する場合のみ算定）

ル　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

※　短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

※　令和３年９月３０日までの間は、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

基本部分

注 注

又
は

イ　認知症対応型共同生活
　　介護費
　　（１日につき）

（１）　認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

１日につき
＋５０単位

１日につき
＋１２０単位

（２）　認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
－５０単位

１日につき
＋２５単位

ロ　短期利用認知症対応型
　　共同生活介護費
　　（１日につき）※

（１）　短期利用認知症対応型共同生活
　　　　介護費（Ⅰ）

１日につき
＋５０単位

1日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）
（２）　短期利用認知症対応型共同生活
　　　　介護費（Ⅱ）

１日につき
－５０単位

（３）　医療連携体制加算（Ⅲ）

１日につき
＋２５単位

注　入院時費用

注　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

 （１日につき　７２単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

 （１日につき　１４４単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　６８０単位を加算）

ト　生活機能向上連携加算

（４）　死亡日

（１日につき　１，２８０単位を加算）

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1日につき　３０単位を加算）

ニ　医療連携体制加算

（１）　医療連携体制加算（Ⅰ）

（1日につき　３９単位を加算）

（２）　医療連携体制加算（Ⅱ）

（1日につき　４９単位を加算）

（1日につき　５９単位を加算）

（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

ヘ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　４単位を加算）

リ　口腔衛生管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受け
た歯科衛生士が、介護職員に対する
口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月１回以上行っている場合

（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　１００単位を加算）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　２００単位を加算）

（1月につき　＋３０単位を加算）

（１月につき　４０単位を加算）

ヲ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

カ　介護職員等特定処遇改善
     加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

ワ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計

注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

（1月につき　＋所定単位×１１１／１０００）

（1月につき　＋所定単位×８１／１０００）

（1月につき　＋所定単位×４５／１０００）
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６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

身体拘束廃止未
実施減算

入居継続支援加
算（Ⅰ）

入居継続支援加
算（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ADL維持等加算
（Ⅰ）

ADL維持等加算
（Ⅱ）

夜間看護体制
加算

若年性認知症入
居者受入加算

医療機関連携
加算

口腔衛生管理体
制加算

口腔・栄養スク
リーニング加算

要介護１ （ 542 単位） －54単位

要介護２ （ 609 単位） －61単位

要介護３ （ 679 単位） －68単位

要介護４ （ 744 単位） －74単位

要介護５ （ 813 単位） －81単位

要介護１ （ 542 単位）

要介護２ （ 609 単位）

要介護３ （ 679 単位）

要介護４ （ 744 単位）

要介護５ （ 813 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

※　令和３年９月３０日までの間は、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

基本部分

注 注 注

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につ
き）※

1月につき
＋200単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき＋

100単位

×70／１００

注

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

１回につき
＋２０単位

（６月に１回を
限度）

１月につき
＋80単位

１日につき
＋10単位

１月につき
＋30単位

１月につき
＋20単位

１日につき
＋120単位

１日につき
＋12単位

１日につき
＋36単位

（１日につき　1,280単位を加算）

ハ　退院・退所時連携加算（イを算定する場合のみ算定） （１日につき　30単位を加算）

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）
１日につき
＋22単位

（４）　死亡日

１月につき
＋100単位

（３月に１回を限
度）

（１日につき　1780単位を加算）

ニ　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）看取り介護加算（Ⅰ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　72単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　144単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　680単位を加算）

ト　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（２）看取り介護加算（Ⅱ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　572単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　644単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　1180単位を加算）

（４）　死亡日

（1月につき　　＋所定単位×１８／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

ホ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　3単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　4単位を加算）

（1月につき　　＋所定単位×60／１０００）

ヘ　科学的介護推進体制加算（イを算定する場合のみ算定） （１月につき　４０単位を加算）

（1月につき　　＋（３）の80／１００）

（1月につき　　＋所定単位×82／１０００）

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

リ　介護職員等特定処遇改善
     加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

チ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　　＋所定単位×１２／１０００）

（1月につき　　＋所定単位×33／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（1月につき　　＋（３）の90／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
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７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員

の勤務条件基
準を満たさない
場合

入所者の数が

入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職員

又は介護支援
専門員の員数
が基準に満た
ない場合

常勤のユニット

リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ

る体制が未整

備である場合

身体拘束廃止未

実施減算

安全管理体制未

実施減算

栄養管理の基準

を満たさない場
合

日常生活継続支

援加算

看護体制加算

（Ⅰ）

看護体制加算

（Ⅱ）

夜勤職員配置

加算（Ⅰ）・（Ⅱ）

夜勤職員配置加

算（Ⅲ）・（Ⅳ）

準ユニットケア

加算

生活機能向上

連携加算（Ⅰ）

生活機能向上

連携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加

算（Ⅰ）

個別機能訓練加

算（Ⅱ）

ADL維持等加

算（Ⅰ）

ADL維持等加

算（Ⅱ）

若年性認知症

入所者受入加
算

専従の常勤医

師を配置して
いる場合

精神科医師に

よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支援

体制加算（Ⅰ）

障害者生活支援

体制加算（Ⅱ）

要介護１ （ 582 単位） －５８単位

要介護２ （ 651 単位） －６５単位

要介護３ （ 722 単位） －７２単位

要介護４ （ 792 単位） －７９単位

要介護５ （ 860 単位） －８６単位

要介護１ （ 582 単位） －５８単位

要介護２ （ 651 単位） －６５単位

要介護３ （ 722 単位） －７２単位

要介護４ （ 792 単位） －７９単位

要介護５ （ 860 単位） －８６単位

要介護１ （ 661 単位） －６６単位

要介護２ （ 730 単位） －７３単位

要介護３ （ 803 単位） －８０単位

要介護４ （ 874 単位） －８７単位

要介護５ （ 942 単位） －９４単位

要介護１ （ 661 単位） －６６単位

要介護２ （ 730 単位） －７３単位

要介護３ （ 803 単位） －８０単位

要介護４ （ 874 単位） －８７単位

要介護５ （ 942 単位） －９４単位

要介護１ （ 676 単位） －６８単位

要介護２ （ 742 単位） －７４単位

要介護３ （ 812 単位） －８１単位

要介護４ （ 878 単位） －８８単位

要介護５ （ 943 単位） －９４単位

要介護１ （ 676 単位） －６８単位

要介護２ （ 742 単位） －７４単位

要介護３ （ 812 単位） －８１単位

要介護４ （ 878 単位） －８８単位

要介護５ （ 943 単位） －９４単位

要介護１ （ 748 単位） －７５単位

要介護２ （ 813 単位） －８１単位

要介護３ （ 885 単位） －８９単位

要介護４ （ 952 単位） －９５単位

要介護５ （ 1,016 単位） －１０２単位

要介護１ （ 748 単位） －７５単位

要介護２ （ 813 単位） －８１単位

要介護３ （ 885 単位） －８９単位

要介護４ （ 952 単位） －９５単位

要介護５ （ 1,016 単位） －１０２単位

（１）　経口維持加算（Ⅰ）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）

（１）　口腔衛生管理加算（Ⅰ）

（２）　口腔衛生管理加算（Ⅱ）

※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。

※　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）、排せつ支援加算（Ⅳ）、介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

※　令和３年９月３０日までの間は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

基本部分

注 注

－１４単位

＋３６単位

ロ　ユニット型
　　地域密着型
　　介護老人福祉
　　施設入所者
　　生活介護費
　　（1日につき）

＋１２単位 ＋２３単位

（２）　経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

＋８単位

注 注 注 注

イ　地域密着型
　　介護老人福祉
　　施設入所者
　　生活介護費
　　（1日につき）

（１）　地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００ －５単位

＋５単位

１月につき
＋１００単位
（３月に１回

を限度）

＋６１単位

＋１３単位 ＋１６単位 ＋５単位

＋１８単位 ＋２１単位

＋４１単位

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場

合は、１月に
つき＋１００

単位

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

＋１２０単位

（２）　地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（１）　ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費
　　　　＜ユニット型個室＞

×９７／１００ ＋４６単位 ＋４６単位

＋５６単位

＋４単位

（２）　経過的地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　＜多床室＞

ニ　経過的ユニット型
　　地域密着型
　　介護老人福祉
　　施設入所者生活
　　介護費
　　（１日につき）

（１）　経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×９７／１００ ＋４６単位

（２）　経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（４００単位）

注　外泊時費用 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

＋２５単位 ＋５単位 ＋２６単位 ＋４１単位

ハ　経過的地域
　　密着型介護老人
　　福祉施設入所者
　　生活介護費
　　（1日につき）

（１）　経過的地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

＋３６単位

注　外泊時在宅サービス利用費用 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき５６０単位を算定

ホ　初期加算 （1日につき　３０単位を加算）

ヘ　再入所時栄養連携加算 （入所者1人につき1回を限度として２００単位を加算）
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

（４）　退所前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（５００単位）

ト　退所時等
　　相談援助加算

（１）　退所前訪問相談援助加算

（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算

（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算 注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

（1日につき　２８単位を加算）

チ　栄養マネジメント強化加算 （１日につき　１１単位を加算）
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

リ　経口移行加算
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ヌ　経口維持加算

（1月につき　４００単位を加算）
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

（1月につき　１００単位を加算）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

ル　口腔衛生管理加算

（1月につき　９０単位を加算）

（1月につき　１１０単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

ヲ　療養食加算 （1回につき　６単位を加算（１日に３回を限度））

ワ　配置医師緊急時対応加算

（１）　早朝・夜間の場合

（１回につき　６５０単位を加算）

（２）　深夜の場合

（１回につき　１３００単位を加算）

カ　看取り介護加算

（１）　看取り介護加算
　　　　（Ⅰ）

（１）　死亡日以前３１日以上４５日以下

（１日につき　７２単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上３０日以下

（１日につき　１４４単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　６８０単位を加算）

（４）　死亡日

（１日につき　１２８０単位を加算）

（２）　看取り介護加算
　　　　（Ⅱ）

（１）　死亡日以前３１日以上４５日以下

（１日につき　７２単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上３０日以下

（１日につき　１４４単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　７８０単位を加算）

（４）　死亡日

（１日につき　１５８０単位を加算）

ヨ　在宅復帰支援機能加算 （1日につき　１０単位を加算）

タ　在宅・入所相互利用加算 （1日につき　４０単位を加算）

レ　小規模拠点集合型施設加算 （1日につき　５０単位を加算）

ソ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　４単位を加算）

ツ　認知症行動・心理症状緊急対応加算 （入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

ネ　褥瘡マネジメント加算

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　３単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　１３単位を加算）

（３）　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）

（1月につき　10単位を加算（3月に1回を限度））

ナ　排せつ支援加算

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（４）　排せつ支援加算（Ⅳ）

（１月につき　１００単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　１５単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（１月につき　２０単位を加算）

ラ　自立支援促進加算 （1月につき　３００単位を加算）

ム　科学的介護推進体制加算

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　４０単位を加算）

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　５０単位を加算）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×６０／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

ウ　安全対策体制加算 （入所者1人につき1回を限度として２０単位を算定）

ヰ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　　＋（３）の８０／１００）

注
所定単位は、イからヰまでにより算定した単位数の合計

オ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

ノ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　　＋所定単位×８３／１０００）

注

＋１２単位
１月につき
＋２０単位

注
所定単位は、イからヰまでにより算定した単位数の合計（1月につき　　＋所定単位×２７／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×２３／１０００）

（1月につき　　＋所定単位×３３／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　　＋（３）の９０／１００）
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８　複合型サービス費

注 注 注 注 注 注 注 注

登録者数が登録定
員を超える場合

又
は

過少サービスに対
する減算

サテライト体制未整
備減算

特別地域看護小規
模多機能型居宅介
護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

訪問看護体制減算
（１月につき）

末期の悪性腫瘍等
により医療保険の訪
問看護が行われる
場合の減算
（１月につき）

特別の指示により頻
回に医療保険の訪
問看護が行われる
場合の減算
（１日につき）

要介護１ （ 12,438 単位） ー９２５単位 ー９２５単位 ー３０単位

要介護２ （ 17,403 単位） ー９２５単位 ー９２５単位 ー３０単位

要介護３ （ 24,464 単位） ー９２５単位 ー９２５単位 ー３０単位

要介護４ （ 27,747 単位） ー１，８５０単位 ー１，８５０単位 ー６０単位

要介護５ （ 31,386 単位） ー２，９１４単位 ー２，９１４単位 ー９５単位

要介護１ （ 11,206 単位） ー９２５単位 ー９２５単位 ー３０単位

要介護２ （ 15,680 単位） ー９２５単位 ー９２５単位 ー３０単位

要介護３ （ 22,042 単位） ー９２５単位 ー９２５単位 ー３０単位

要介護４ （ 25,000 単位） ー１，８５０単位 ー１，８５０単位 ー６０単位

要介護５ （ 28,278 単位） ー２，９１４単位 ー２，９１４単位 ー９５単位

要介護１ （ 570 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 705 単位）

要介護４ （ 772 単位）

要介護５ （ 838 単位）

ホ　認知症行動・心理症状緊急対応加算（ロを算定する場合のみ算定）　

ツ　排せつ支援加算

　（イを算定する場合のみ算定）

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１月につき　７５０単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　６４０単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１月につき　３５０単位を加算）

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２５単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　２１単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　１２単位を加算）

※　イ（２）を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ（１）の単位数を算入

※　令和３年９月３０日までの間は、複合型サービス費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ナ　サービス提供体制
　　強化加算

基本部分

注

従業者の員数が基
準に満たない場合

イ　看護小規模多機能型
　　居宅介護費
　　(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者
　　　　以外の者に対して行う場合

＋１０／１００×７０／１００ ×７０／１００

×７０／１００ ×９７／１００ ＋５／１００

（２）　同一建物に居住する者
　　　　に対して行う場合

ロ　短期利用居宅介護費　(1日につき）

＋１５／１００

ﾊ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1日につき　３０単位を加算）

ニ　認知症加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症加算（Ⅰ）

（１月につき　８００単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）

（１月につき　５００単位を加算）

（1日につき　２００単位を加算（７日間を限度））

ヘ　若年性認知症利用者受入加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　８００単位を加算）

ト　栄養アセスメント加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　５０単位を加算）

チ　栄養改善加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1回につき　２００単位を加算（１月に２回を限度））

（１）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

（１回につき　５単位を加算（６月に１回を限度））

リ　口腔・栄養スクリーニング加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ヌ　口腔機能向上加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　口腔機能向上加算（Ⅰ）

（１回につき　＋１５０単位（月２回を限度））

（２）　口腔機能向上加算（Ⅱ）

（１回につき　＋１６０単位（月２回を限度））

ル　退院時共同指導加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1回につき　６００単位を加算）

ヲ　緊急時訪問看護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　５７４単位を加算）

ワ　特別管理加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　特別管理加算（Ⅰ）

（１月につき　５００単位を加算）

（２）　特別管理加算（Ⅱ）

（１月につき　２５０単位を加算）

カ　ターミナルケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　２,０００単位を加算）
注
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

ヨ　看護体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　看護体制強化加算（Ⅰ）

（１月につき　３，０００単位を加算）

（２）　看護体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　２，５００単位を加算）

タ　訪問体制強化加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　１，０００単位を加算）

レ　総合マネジメント体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　１，０００単位を加算）

ソ　褥瘡マネジメント加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　３単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　１３単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　１５単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

ネ　科学的介護推進体制加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　４０単位を加算）

（１月につき　２０単位を加算）

（１）　イを算定し
ている場合

（２）　ロを算定し
ている場合

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×４１／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×１２／１０００）

ラ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからナまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×１０２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

　：　「特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、「看護体制強化加算」、
  　　「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（３）×９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）×８０／１００）

ム　介護職員等特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからナまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
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Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

２時間以上３時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護を行う場合

感染症又は災害の
発生を理由とする
利用者数の減少が
一定以上生じてい
る場合

８時間以上９時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護の前後に
日常生活上の世
話を行う場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

入浴介助加算
（Ⅰ）

入浴介助加算
（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

若年性認知症利
用者受入加算

栄養アセスメント
加算

栄養改善加算 口腔・栄養スクリー
ニング加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリー
ニング加算（Ⅱ）

口腔機能向上加
算（Ⅰ）

口腔機能向上加
算（Ⅱ）

科学的介護推進
体制加算

事業所と同一建
物に居住する者又
は同一建物から利
用する者に介護予
防認知症対応型
通所介護を行う場
合

事業所が送迎を
行わない場合

要支援１ （ 474 単位）

要支援２ （ 525 単位）

要支援１ （ 496 単位）

要支援２ （ 550 単位）

要支援１ （ 740 単位）

要支援２ （ 826 単位）

要支援１ （ 759 単位）

要支援２ （ 849 単位）

要支援１ （ 859 単位）

要支援２ （ 959 単位）

要支援１ （ 886 単位）

要支援２ （ 989 単位）

要支援１ （ 428 単位）

要支援２ （ 475 単位）

要支援１ （ 448 単位）

要支援２ （ 497 単位）

要支援１ （ 666 単位）

要支援２ （ 742 単位）

要支援１ （ 683 単位）

要支援２ （ 761 単位）

要支援１ （ 771 単位）

要支援２ （ 862 単位）

要支援１ （ 796 単位）

要支援２ （ 889 単位）

要支援１ （ 247 単位）

要支援２ （ 261 単位）

要支援１ （ 259 単位）

要支援２ （ 273 単位）

要支援１ （ 412 単位）

要支援２ （ 435 単位）

要支援１ （ 423 単位）

要支援２ （ 446 単位）

要支援１ （ 483 単位）

要支援２ （ 512 単位）

要支援１ （ 499 単位）

要支援２ （ 528 単位）

 

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に介護予防認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

基本部分

注 注 注 注注

（一）　３時間以上
　　　　４時間未満

×７０/１００ ×７０/１００

（五）　７時間以上
　　　　８時間未満

（２）　介護予防
　　　　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅱ）
　　　　（旧併設型）

×６３/１００

（三）　５時間以上
　　　　６時間未満

（六）　８時間以上
　　　　９時間未満

１日につき
＋55単位

１月につき
＋１００単位

（３月に１回を限
度）

１月につき
＋２００単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき
＋１００単位

注

＋３／１００

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

１日につき
＋６０単位

１月につき
＋５０単位

１月につき
　＋２００単位

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

（五）　７時間以上
　　　　８時間未満

（六）　８時間以上
　　　　９時間未満

９時間以上10時間未満

の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

＋５／１００
１日につき
＋40単位

（一）　３時間以上
　　　　４時間未満

（二）　４時間以上
　　　　５時間未満

（四）　６時間以上
　　　　７時間未満 １月につき

　＋１５０単位
１月につき

　＋１６０単位
１月につき
＋４０単位

１日につき
－９４単位

片道につき
－４７単位

（二）　４時間以上
　　　　５時間未満

×６３/１００

（三）　５時間以上
　　　　６時間未満

（四）　６時間以上
　　　　７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

９時間以上10時間未満

の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

ロ　介護予防
　　認知症対応型
　　通所介護費（Ⅱ）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

イ　介護予防
　　認知症対応型
　　通所介護費（Ⅰ）

（１）　介護予防
　　　　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅰ）
　　　　（旧単独型）

（1月につき　　＋（３）の８０／１００）

（６）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未満

の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

ハ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（１回につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
（１回につき　１８単位を加算）

（１回につき　６単位を加算）

（1月につき　　＋所定単位×２４／１０００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（3）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
（1月につき　　＋所定単位×７６／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００）
（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　　＋所定単位×１０４／１０００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

１日につき
＋２７単位

１月につき
＋２０単位

（1月につき　　＋（３）の９０／１００）

ニ　介護職員処遇
 　 改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

ホ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計（1月につき　　＋所定単位×３１／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注 注 注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

過少サービスに
対する減算

特別地域介
護予防小規
模多機能型
居宅介護加
算

中山間地域
等における小
規模事業所
加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

要支援１ （ 3,438 単位）

要支援２ （ 6,948 単位）

要支援１ （ 3,098 単位）

要支援２ （ 6,260 単位）

要支援１ （ 423 単位）

要支援２ （ 529 単位）

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ニ　認知症行動・心理症状緊急対応加算（ロを算定する場合のみ算定）

ホ　若年性認知症利用者受入加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ヘ　総合マネジメント体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

チ　口腔・栄養スクリーニング加算（イを算定する場合のみ算定）

リ　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

 （１月につき　７５０単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

 （１月につき　６４０単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

 （１月につき　３５０単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

 （１日につき　２５単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

 （１日につき　２１単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

 （１日につき　１２単位を加算）

　：　「特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
　　  「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　※　イ（２）を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ（１）の単位数を算入

　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。
　※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

＋５／１００

（２）　同一建物に居住する者に対して行う場
合

ロ　介護予防短期利用居宅介護費(1日につき）

基本部分

注

又
は

イ　介護予防小規模多機能型居宅
　　介護費(1月につき）

×７０／１００

ヌ　サービス提供体制強化加算

（１）　イを算定している場合

（２）　ロを算定している場合

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１）　同一建物に居住する者以外の者に対
して
　　　　行う場合

×７０／１００

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋１００単位）

（１月につき　１，０００単位を加算）

ト　生活機能向上連携加算

（1月につき　＋所定単位×４１／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

×７０／１００

＋１０／１００

1日につき　３０単位を加算）

＋１５／１００

（1日につき　２００単位を加算（７日間を限度））

（1月につき　４５０単位を加算）

（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（１月につき　＋２００単位）

（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（1月につき　４０単位を加算）

注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×１０２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ヲ　介護職員等特定処遇改善加算

ル　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×１２／１０００）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
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３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

身体拘束廃
止未実施減
算

３ユニットで
夜勤を行う
職員の員数
を２人以上と
する場合

夜間支援体
制加算(Ⅰ)

夜間支援体
制加算(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

（１）　介護予防認知症対応型
　　　 共同生活介護費（Ⅰ）

要支援２ （ 760 単位） －７６単位
１日につき
＋５０単位

（２）　介護予防認知症対応型
       共同生活介護費（Ⅱ）

要支援２ （ 748 単位） －７５単位
１日につき
－５０単位

１日につき
＋２５単位

（１）　介護予防短期利用認知症対応型
       共同生活介護費（Ⅰ）

要支援２ （ 788 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）  介護予防短期利用認知症対応型
       共同生活介護費（Ⅱ）

要支援２ （ 776 単位）
１日につき
－５０単位

１日につき
＋２５単位

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ニ　退居時相談援助加算

ト　栄養管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

チ　口腔衛生管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

リ　口腔・栄養スクリーニング加算（イを算定する場合のみ算定）

ヌ　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ロ　介護予防短期利用認知症
　　対応型共同生活介護費※

1日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

注

又
は

基本部分

注

（1日につき　４単位を加算）

１日につき
＋１２０単位

ヘ　生活機能向上連携加算

イ　介護予防認知症対応型共同
　　生活介護費

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定注　入院時費用

（1日につき　３０単位を加算）

（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度）)

ホ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（1月につき　１００単位を加算）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（1月につき　２００単位を加算）

（1月につき　＋３０単位を加算）

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月１回以上行っている場合

（１月につき　３０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

ヲ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（１月につき　４０単位を加算）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×４５／１０００）

注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

ル　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

※　介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ワ　介護職員等特定処遇改善
　　加算

注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１１１／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×８１／１０００）
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